
3歳児以上児

要保護世帯等
（※4）

要保護世帯等
（※4）

A 0 0

B 0 0

4,200 0

(4,100) (0)

4,900 0

(4,800) (0)

5,550 0

(5,450) (0)

6,000 0

(5,850) (0)

7,200 0

(7,050) (0)

8,450 0

(8,300) (0)

16,900 8,450

(16,600) (8,300)

0市民税非課税世帯

0

0

0生活保護世帯

3歳未満児

階層区分
（保護者の課税額※2）

世帯の合計額を基準にします

第1子（※3） 第2子（※3）

保育標準時間
（短時間）

保育標準時間
（短時間）

年齢
（※1）

8,400

(8,200)

C7 80,000円以上　90,000円未満

7,200

6,000

14,400

5,550

12,000

4,900

11,100

9,800

C1 市民税均等割のみ課税

C2 市民税所得割額　24,300円未満

C3 24,300円以上　48,600円未満

C4 48,600円以上　60,000円未満

(4,800)

(5,450)

(5,850)

(14,100)

41,100

90,000円以上　97,000円未満

C9 97,000円以上　130,000円未満

C10 130,000円以上　150,000円未満

C5 60,000円以上　70,000円未満

70,000円以上　77,101円未満

77,101円以上　80,000円未満

C6
16,900

（16,600）

(40,400)

(9,600)

(10,900)

(11,700)

C17 397,000円以上　550,000円未満

C18 550,000円以上

22,900

(22,500)

30,000

(29,400)

37,800

(37,100)

C14 240,000円以上　270,000円未満

C15 270,000円以上　301,000円未満

C16 301,000円以上　397,000円未満

市
民
税
課
税
世
帯

C11 150,000円以上　169,000円未満

C12 169,000円以上　200,000円未満

C13 200,000円以上　240,000円未満

C8

62,800

(61,700)

65,400

(64,200)

11,450

(11,250)

15,000

(14,700)

18,900

(18,550)

56,600

(55,600)

58,900

(57,800)

61,400

(60,300)

44,500

(43,700)

50,000

(49,100)

55,400

(54,400)

(20,200)

22,250

32,700

(32,100)

無

料

無

料

第3子（※3）

29,450

(28,900)

30,700

(30,150)

31,400

(30,850)

25,000

(24,550)

27,700

(27,200)

28,300

(27,800)

(21,850)

4,200

(4,100)

8,450
（8,300）

20,550

(7,050)


